
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２００９年６月 21 日              NO,１７７ 

  
こ
ん
に
ち
は
。
日
本
郵
政
の
西
川
善
文
社
長
（
三
井
住
友
銀
行
元
頭
取
）
の
進
退
問
題
で
、
「
か
ん

ぽ
の
宿
」
な
ど
に
重
大
な
責
任
が
あ
る
と
し
て
、
西
川
社
長
の
留
任
を
「
許
可
し
な
い
」
と
表
明
し
て

き
た
、
鳩
山
邦
夫
総
務
大
臣
が
辞
任
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
郵
政
民
営
化
を
進
め
て
き
た
小
泉
・
竹
中
派
や
財
界
が
反
発
し
、
麻
生
首
相
が
西
川

社
長
の
留
任
を
決
め
た
こ
と
に
よ
り
、
事
実
上
の
更
迭
と
な
り
ま
し
た
。 

 

日
本
郵
政
が
「
か
ん
ぽ
の
宿
」
な
ど
七
十
九
施
設
を
オ
リ
ッ
ク
ス
不
動
産
に
、
建
設
費
二
千
四
百
億

円
の
二
十
分
の
一
以
下
の
百
九
億
円
で
、
ま
と
も
な
入
札
も
や
ら
ず
に
売
却
し
よ
う
と
し
た
り
、
西
川

社
長
の
出
身
銀
行
で
あ
る
三
井
住
友
グ
ル
ー
プ
が
、
郵
貯
銀
行
の
カ
ー
ド
事
業
な
ど
で
、
郵
政
民
営
化 

 
 

で
も
っ
と
も
甘
い
汁
を
吸
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

四
年
前
の
衆
議
院
選
挙
で
自
民
党
や
公
明
党
は
、
郵
政
民
営
化
で
「
日
本

経
済
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
よ
く
な
る
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
「
郵
政
民
営

化
利
権
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
回
の
こ
と
で
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。 

 沼須町は、沼田城の南方に位置し、戦 
国時代には真田氏と北条氏が片品川をは 
さみにらみ合い、しばしば戦場ともなり 
ました。 
 徳川幕府が誕生し、沼田も真田氏によ 
って安定すると、沼田の表玄関となり、 
慶安四年（１６１５）から宿割りがはじ 
まったと阿左美日記に書かれています。 
 東西に広がっていた民家を中央に南北 
にあつめ、道路は広く、中央に堰が流れ、沼田の殿様が参勤交代

でこの道を利用し、船で昭和村の森下に渡りました。 
 宿割がされる以前は、畑のなかにある巨石のまわりでくらして

いたようで、土器などが出

土しました。 
                  この巨石を「諏訪石」と

よび、農業と水の神として 
                 信仰されてきました。 
                  沼須町は、片品川の氾濫

が何度もありましたが、

「諏訪石」は流されること

なく、残されてきました。 
 

 １１日、６月定例市議会は、「物価に見合う年金引き上げを政府に

求める請願」の委員長報告と採決、平成２１年度沼田市一般会計補正

予算（第２号）ほか特別会計３件の質疑、採決、人権擁護委員（４人）

の推薦について、「新たな過疎対策法の制定に関する意見書案につい

て」、沼田市議会議員定数条例の一部を改正する条例について、討論、

採決がおこなわれ閉会しました。 
 「物価に見合う年金引き上げを政府に求める請願」は、原油や穀物

の高騰により、消費者物価が依然高い水準で推移していることから、

物価に見合うよう年金の引き上げを求める意見書を政府に提出して

ほしいというもので、日本共産党を代表して大東議員は、請願を採択

し、意見書の提出を求めましたが、採決では日本共産党の２人と無会

派の議員１人が賛成しましたが、賛成少数で不採択となりました。 

 議会最終日の１１日、市議会議員の定数を２７人から２２人へと５

人減らす議案が提案され、賛成多数で可決され、次回の選挙から定数

が２２人となります。 
 討論で大東議員は、「議員定数を削減することは、市政をチェック

することや市民要望を反映させることを狭めるだけで、市民の目・

耳・口をふさぐことになる」と指摘し、反対を表明しました。 
 この議案は議員提案だったにもかかわらず、賛成討論がなく、こう

した議論のなさが市民の不信を招く要因の一つといえます。 
 

 大東のぶゆき議員は、乗り合いタクシ 
ーについて、観光について、住宅リフォ 
ームの助成について、一般質問をおこな 
いました。 
 
 大東議員は、９月末で廃止が予定されている乗り合

いタクシーについて、１０月以降もひきつづき運行し、

市民の足を守るよう求めました。 
 市長は、「収支率が２０％を超えることで、県の補助

対象となる。（２０％にならなかったので）止むを得ず

判断した。」と、廃止の理由を述べました。 
 市民の足としての乗り合いタクシーの存続を重ねて 
求めた大東議員に市長は、「何らかの対応をしなければ 
と考えている」と答えました。 

さらに大東議員は、切れ目のない対応を求め、市長 
は「不便をかけないようにしたい」 
と答えましたが、具体的な対応につ

いては示しませんでした。 

 

 


